
精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会 

開催要綱 

 

 

１．趣旨 

 第 183 回国会で成立した精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部

を改正する法律により新たに策定することとされた精神障害者に対する医療

の提供を確保するための指針（厚生労働大臣告示。以下「指針」という。）に

記載すべき内容等について、有識者、関係者の参集を得て検討を行う。 

 

２．検討事項 

（１）以下の指針の内容に関する事項 

①精神病床の機能分化に関する事項 

②精神障害者の居宅等における保健医療サービスおよび福祉サービスの提

供に関する事項 

③精神障害者に対する医療の提供に当たっての医師、看護師その他の医療

従事者と精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専

門的知識を有する者との連携に関する事項 

④その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重

要事項 

（２）その他精神保健医療福祉に関する事項 

 

３．構成等 

（１）検討会は、社会・援護局障害保健福祉部長による検討会とし、社会・

援護局障害保健福祉部長が開催する。 

（２）構成員は、別紙のとおりとする。 

（３）検討会に座長及び座長代理を置く。 

（４）座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は、構成員の中から座

長が指名する。 

（５）座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招へいすることが

できる。 

（６）その他、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。 

 

 

４．その他 

 検討会の庶務は、社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課が行う。 
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